
昭

和

二

十

五

年

十

二

月

二

日

受
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（
質
問
の 

二
〇
）

答

弁

第

二

〇

号 

    

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
地
租
、
家
屋
税
の
使
用
者
課
税
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
〇
号 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
地
租
、
家
屋
税
の
使
用
者
課
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

日
本
国
有
鉄
道
及
び
日
本
專
売
公
社
に
係
る
官
公
舍
の

均
使
用
料
が
、
御
例
示
の
庶
民
住
宅
の
使
用
料
に
比
し
て
比

較
的
に
低
額
で
あ
る
こ
と
は
、
庶
民
住
宅
は
日
本
国
有
鉄
道
及
び
日
本
專
売
公
社
の
官
公
舍
と
比
し
て
建
築
時
期
の
最
近

の
も
の
の
多
い
こ
と
に
原
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
般
家
屋
の
家
賃
統
制
に
よ
る
家
賃
に
お
い
て 

も
、
昭
和
十
五
年
建
築
の
も
の
と
昭
和
二
十
四
年
に
建
築
し
た
も
の
の
家
賃
の
比
は
一
対
九
以
上
と
な
つ
て
い
る
の
と
同

様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
同
一
時
期
の
建
築
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
三
に
お
い
て
述
べ
る
通

り
で
あ
り
ま
す
。
居
住
者
の
所
得
等
を
考
慮
致
し
ま
す
と
必
ず
し
も
負
担
の
均
衡
を
得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の 

で
、
そ
の
場
合
に
は
適
宜
減
免
の
措
置
に
よ
つ
て
負
担
の
均
衡
を
保
た
し
め
る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。 

二 

さ
き
に
お
答
え
致
し
ま
し
た
使
用
者
の
性
質
を
勘
案
考
慮
し
て
減
免
す
る
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
例
え
ば
、
庶
民
住
宅

が
使
用
者
で
あ
り
ま
し
て
も
、
あ
る
者
は
充
分
に
担
税
能
力
も
あ
り
何
ら
一
般
住
宅
に
居
住
す
る
も
の
と
変
ら
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
反
面
他
の
あ
る
者
は
非
常
に
生
活
に
困
窮
し
て
生
活
扶
助
等
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ 



三 

庶
民
住
宅
の
使
用
料
と
税
負
担
額
の
総
額
と
、
一
般
家
賃
す
な
わ
ち
地
代
家
賃
統
制
令
の
適
用
を
受
け
て
お
り
ま
す
住

宅
の
家
屋
と
の
比
較
を
な
す
場
合
に
は
家
屋
の
建
築
時
期
の
同
じ
も
の
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
申
す
ま
で
も

な
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
御
質
問
に
よ
り
ま
し
て
左
に
昭
和
二
十
二
年
建
築
の
も
の
と
、
昭
和
二
十
三
年
建
築
の
も
の
と

で
十
二
坪
の
住
宅
の
一
例
を
と
り
ま
す
と
、 

る
と
存
じ
ま
す
。
か
よ
う
な
場
合
に
一
律
に
免
税
又
は
減
免
す
る
こ
と
は
、
か
え
つ
て
負
担
の
不
均
衡
を
来
た
す
こ
と
と

な
り
ま
す
の
で
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
法
律
又
は
地
方
団
体
の
條
例
で
定
め
て
お
り
ま
す
減
免
の
事
由
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
し
て
減
免
す
る
か
又
は
免
税
す
る
か
を
き
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
答
え
致
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。 

昭
和
二
十
二
年
建
築
の
も
の 

庶
民
住
宅 

使
用
料
年
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
、
四
五
二
円 

地
租
及
び
同
附
加
税 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
八
八
円 

家
屋
税
及
び
同
附
加
税 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
二
〇
円 

四 

 



四 

い
わ
ゆ
る
使
用
者
課
税
の
場
合
の
使
用
者
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
三 

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
庶
民
住
宅
は
東
京
都
営
住
宅
を
と
り
、
一
般
住
宅
は
、
物
価
庁
家
賃
統
制
額
を
と
つ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

昭
和
二
十
三
年
建
築
の
も
の 

庶
民
住
宅 

 
 

 

使
用
料
年
額 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
、
一
八
四
円 

 

一
般
住
宅 

 
 

 

家
賃
統
制
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
一
八
六
円 

一
般
住
宅 

 
 

 

家
賃
統
制
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
八
九
四
円 

地
租
及
び
同
附
加
税 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
三
円 

 
家
屋
税
及
び
同
附
加
税 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
二
円 

月 

額 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
、
四
三
二
円 

月 
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
二
三
二
円 

月 

額 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
九
〇
七
円 

月 

額 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
五
円 

合 
計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
、
七
八
九
円 

合 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
、
四
六
〇
円 

い
ず
れ
も
四 

割
減
額
さ
れ 

て
い
る 

五 

 



 

六 
十
一
日
、
「
二
五
発
地
財
委
官
第
一
六
六
号
地
方
税
法
及
び
同
法
施
行
に
関
す
る
命
令
の
実
施
に
つ
い
て
の
依
命
通
達
」
に

よ
り
ま
し
て
地
方
財
政
委
員
会
事
務
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
左
記
の
よ
う
に
示
達
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 

記 

左
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
者
課
税
に
つ
い
て
は
、
使
用
料
そ
の
他
使
用
者
の
負
担
状
況
に
か
ん
が
み
適
宜
減
免
の
措 

置
を
講
ず
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。 

1 

略 

2 

い
わ
ゆ
る
庶
民
住
宅 

3 

土
地
及
び
償
却
資
産
で
前
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
の
性
質
と
同
様
の
性
質
を
も
つ
も
の 

右
答
弁
す
る
。 




